
労働安全衛生法では「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生
労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教
育を行わなければならない」こととされています。

令和６年４月１日から全ての項目を指導することが義務化されました。

違反した場合は、事業者に対して50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

労働安全衛生に関する教育の実施が
義務づけられました
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従業員を雇用している農業者の皆様

誰もが安心して働くために安全衛生教育を徹底しましょう


